
５ 地方税財源の充実・強化について 

地方が物価高や全国的な賃上げを踏まえつつ、社会保障関係経費の自然増に

加え、大規模災害への対策やこども・子育て政策の強化、デジタル変革の加速、

地域経済の活性化、担い手確保対策などの財政需要に対応し、自立的、安定的

な行財政運営ができるよう、地方財政計画を適正に策定するとともに、極めて

厳しい地方財政の現状等を踏まえ、安定的な財政運営に必要となる地方の一般

財源総額を確保すること。 

特に、地方交付税の総額の持続的な確保に加えて、条件不利地域や財政力の

弱い団体への配慮とともに、地域間の偏在性が小さく、税収が安定的な地方税

体系の構築に向けて引き続き取り組むこと。 

また、「地域未来交付金（地域未来推進型）」は、従来の取組の隘路に対応し、

地域独自の地場産業の更なる付加価値向上や販路開拓等を支援するための施策

や取組などに自由度高くかつ継続的に活用できるものとするとともに、小規模

自治体においても無理なく活用できるよう、事業立案段階での伴走支援を行う

こと。なお、当交付金においては、交付上限額が設定されており、事業効果の

最大化が阻害されていることから、上限を撤廃し、各自治体における積極的な

事業実施を妨げない制度とすること。また、地方負担分については、確実に地

方財政措置を講じること。 

 

【背景理由等】 

四国４県では、財政の健全化に向け、人件費の抑制、事務事業の抜本的な見直しによる歳出削減な

ど、徹底した行財政改革に取り組むとともに、自主的な市町村合併を推進するなど、地方分権時代に

ふさわしい行政体制の整備を進めてきました。 

 

現在、我が国において、社会保障制度改革等への対応や、地方創生に向けた取組が進められている

中で、地方においては、人口減少、少子高齢化、厳しい雇用情勢、物価の高騰や疲弊した地域経済な

どへの対策に、厳しい行革によって得られた財源などを有効に活用し、懸命に努力しているところで

す。 

 

また、地方法人課税については、令和元年度税制改正により、地域間の財政力格差拡大、経済社会

構造の変化等に対応し、都市と地方が支え合い、共に持続可能な形で発展していくため、税源の偏在

を是正する新たな恒久的な措置として、特別法人事業税及び特別法人事業譲与税が創設されました。   

また、令和８年度与党税制改正大綱において、特に偏在度の高い地方法人課税における税源の偏在

を是正する追加的な措置として、新たに法人事業税資本割を特別法人事業税・譲与税の対象とすると

ともに、所得割・収入割に係る特別法人事業税・譲与税の割合を高めるなどの措置を検討し、令和９

年度税制改正において結論を得るとされたところです。 

 

  なお、収入金額課税については、受益に応じた負担を求める外形課税として定着し、地方税収の安定

化にも大きく貢献するとともに、地元自治体から多大な行政サービスを受益している原子力発電所をは

じめとする大規模発電施設に対して適切な負担を求める課税方式であることを踏まえ、今後とも同制度

を堅持すべきです。 



 

【具体的な提言事項】 

（１）新興感染症対策・物価高騰対策のための十分な財源の確保 

 新型コロナウイルスの５類移行後、社会経済活動が正常化する一方、物価高騰の

収束が見通せない中、地域経済を立て直すためには、各地域の実情に応じた社会経

済対策が今後も必要である。 

特に、これまでの物価高騰対策では、国による様々な支援に連動する形で、地方

においても物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、各地域の実情に応

じたきめ細かい支援を実施してきた。このことを踏まえ、今後、国が新たな物価高

騰対策を実施する際には、地方においても各地域の実情に応じたきめ細かい支援を

引き続き実施するため、国で統一的に対策を講じるべきものと地方の実情に応じて

対応すべきものの役割分担を整理した上で、今後の経済状況に応じて、交付金の追

加交付を機動的に行うなど、都道府県が実施する幅広い事業に対し、時機を失する

ことなく、必要な財政措置を十分に講じること。 

また、新興感染症に備え、都道府県で行うこととされている個人防護具の備蓄に

要する経費について、確実な予算措置を行うこと。 

 

（２）地方創生や地域未来戦略を進めるための十分な財源の確保 

 地方の大きな伸び代と地域特性を最大限に活かし、地場産業の付加価値向上等を

通じて、地方の暮らしの安定を実現し、「強い経済」を構築するため、令和７年度補

正予算において創設された「地域未来交付金」を引き続いて措置するとともに、十

分な予算額を確保すること。 

「地域未来交付金（地域未来推進型）」は、地域独自の地場産業の更なる付加価値

向上や販路開拓等を支援するためのソフト事業や拠点整備事業等に活用できる制度

となっているが、その活用に当たっては、自由度高くかつ継続的に活用できるもの

とするとともに、小規模自治体においても無理なく活用できるよう、事業立案段階

での伴走支援を行うこと。このうち、ソフト事業や拠点整備事業の効果を最大限発

揮するためには、道路整備や林道整備をはじめとする「インフラ整備」が必要不可

欠となるが、当交付金においては、交付上限額（県：総額５０億・単年１０億、市

町村：総額１０億・単年２億）が設定されており、事業効果の最大化が阻害されて

いることから、上限を撤廃し、各自治体における積極的な事業実施を妨げない制度

とすること。また、地方負担分については、確実に地方財政措置を講じること。 

  また、いわゆる教育無償化については、令和９年度以降の地方負担について国で

恒久的な財源を確保し、別枠で一般財源総額の増額確保を図ることはもとより、公

立高校における生徒数の減少や私学無償化に対応し、四国各県をはじめとする地方

の高校における多様で質の高い教育の実現に向けて、各都道府県において、専門高

校の機能強化・高度化、普通科改革を通じた高校の特色化・魅力化、地理的アクセ

ス・多様な学びの確保をはじめとする高校教育改革を実行していくための、ハード

（施設・設備）整備及びソフト（人員・指導体制）充実を推進する新たな交付金制

度を創設すること。 

 



（３）地方財政計画の適正な策定 

 地方財政計画の策定に当たっては、地方財政対策についての事前の地方への情報

提供と説明の徹底を図ること。また、南海トラフ地震に備えた緊急防災・減災対策

や地域経済の活性化対策、地方創生に向けた人口減少対策、公共施設等の老朽化対

策、大幅に増加している社会保障関係経費や物価高騰の影響など、地方の財政需要

を確実に反映させ、適切に策定すること。 

特に、地方の歳出は、社会保障関係経費の自然増などを給与関係経費や投資的経

費の削減努力などで補ってきており、従来のような歳出削減は極めて困難な状況に

あることを踏まえ、国の赤字解消のために、効率化重視の視点のみでの歳出改革は

行わないこと。 

また、地方交付税の算定に当たっては、少子高齢化等が進行している自治体に重

点的に配分される「地域社会再生事業費」の考え方を継続・充実するなど、条件不

利地域や財政力の弱い団体の実情を十分に踏まえた財源措置を行うこと。併せて、

過疎地域の住民福祉の向上及び地域格差の是正並びに辺地とその他の地域との間に

おける住民の生活文化水準の著しい格差の是正を図るため、過疎対策事業債及び辺

地対策事業債の必要額を確保すること。 

 

（４）安定的な地方税体系の構築の推進 

令和８年度税制改正において、ガソリン税及び軽油引取税の当分の間税率の廃止、

自動車税環境性能割の廃止、「年収の壁」に係る個人住民税の給与所得控除最低保障

額の引き上げなど、大幅な税制上の減税措置が講じられた。 

また、消費税及び地方消費税の減税については、今後の国会審議における主要な

論点の一つとして議論される見通しである。 

地方分権を支える基盤は地方税であるとの観点から、こうした地方税財政に大き

な影響を及ぼす見直しがなされる場合は、国の責任において代替となる恒久財源を

適切に確保するとともに、引き続き、地方税の充実と税源の偏在性が小さく税収が

安定的な地方税体系の構築を図ること。 

 

（５）こども・子育て政策の強化を進めるための財政措置 

  全国一律のこども医療費助成制度の創設や不妊治療の保険適用範囲の拡大、幼児教育・

保育の完全無償化、学校給食費の無償化等の実現にあたっては、原則、ナショナルスタン

ダードとして国の責任と財源により必要な措置を講じ、地方に新たな経費負担が生じるこ

とのないようにすること。 

  また、高校授業料の無償化に伴う高等学校等就学支援金の令和９年度以降の地方負担分

については、国において恒久的な財源を確保すること。 

 

（６）「地方創生推進費」と「地域デジタル社会推進費」の拡充・継続 

「地方創生推進費」と「地域デジタル社会推進費」を拡充・継続すること。併せ

て地方の意見を十分に踏まえながら、地域の実情やデジタル化の必要度が適正に反

映される算定方法とすること。 

 



（７）地球温暖化対策と気候変動の影響への適応策のための地方財源の確保・充実 

「脱炭素化推進事業債」については、地方単独事業を対象としているが、地域の

取組を加速化させるため、地域脱炭素移行・再エネ推進交付金の地方負担分を対象

に追加するなど、さらなる充実・弾力的運用を行うこと。 

 

（８）地方公共団体に影響を及ぼす法令の制定に当たっての地方からの意見の反映及び必

要な行政サービス水準を確保できる財源の確実な措置 

 地方公共団体に影響を及ぼす法令の制定や、国が地方に対して新たな事務事業の

義務付け等を行う場合には、地方自治の本旨及び地方分権の基本理念に即して、地

方公共団体の意見を積極的に反映するとともに、自主財源が乏しい地方公共団体に

おいても必要な行政サービス水準を確保するための実質的な財源を確実に措置する

こと。 

 特に、南海トラフ地震などの事前防災・減災対策として国土強靱化を着実に推進

するだけでなく、事中・事後対策においても被害軽減や早期の復興等の先頭に立つ

ことで行政サービス水準を確保している地方公務員土木職の人材を確保するため、

国において、地方公務員土木職の処遇改善が図られるよう地方財政措置の充実強化

を図ること。 

 

（９）合併市町村への十分な支援 

 合併した市町村に対して十分な支援措置を講じること。また、普通交付税の算定 

にあっては、とりわけ広域化・多様化した合併市町村において生じている周辺旧町

村地域の活性化等のための行政需要等を適切に反映した算定方法とすること。 

 

（10）エネルギー価格の高騰対策の拡充 

   物価高騰は全国的な課題であり、都道府県単位での対応には限界があることか

ら、国民生活や社会経済活動の基盤となる電気やガス、燃料油などの価格の安定

に向けて、国が引き続き機動的に対策を行うとともに、価格高騰の状況に応じ

て、ＬＰガスなどを含め支援の拡充等を行うこと。特に、電気料金の改定申請に

対しては、厳格かつ丁寧な審査を行うとともに、電気料金の抑制に向けた取組を

さらに進めること。 

   また、短期的な負担軽減策だけではなく、将来にわたり効果が持続するよう中

長期的な取組に対する一層の支援を行うこと。 

 

（11）地方公務員の定年引き上げ及び教師の処遇改善に係る適切な財政措置 

   令和５年度から導入された地方公務員の定年年齢の引き上げの円滑な制度移行

において、地方の財政負担が生じないよう、確実に所要の地方財政措置を講じる

こと。特に、定年引上げ後の 60歳超職員の給与との均衡から暫定再任用職員及び

定年前再任用短時間勤務職員の適切な処遇確保に向けて必要な検討及び地方財政

措置を講じるとともに、定年年齢の引上げ期間中も行政サービスを将来にわたり

安定的に提供できる体制を確保する観点から、真に必要な規模の新規採用を計画

的に継続するために、人件費が増加する場合等においても、地方財政措置を講じ



ること。また、令和７年度から令和１２年度にかけて引き上げられることとなっ

た教職調整額についても、地方に新たな財政負担が生じないよう、確実に所要の

地方財政措置を講じること。 

 

（12）地域医療体制の充実・確保に向けた適切な財政措置 

   令和８年度の診療報酬改定では、12年ぶりのプラス改定となったが、これまで

の社会経済情勢の変化により、自治体病院の経営の健全性は著しく低下してお

り、今後も物価高騰や人件費の上昇が見込まれる中、健全化を促進し、安定化を

図るため、診療報酬の引き上げとともに、自治体病院に対して令和８年度補正予

算において補助金による機動的な対応などの財政支援を講じること。 

   また、政策的医療について、これまでの繰出金の水準では病院経営を支えられ

ない状況となっている。令和８年度においては、病院事業会計への繰出金に対す

る地方財政措置の充実が図られたが、地域医療における最後の砦としての機能を

維持するためにも、更に地方財政措置を拡充すること。 

医療の先進性を確保し、県民医療の充実を図るため、高度医療・先進的医療のた

めの医療器械の更新等について、リース等の購入以外の手法により調達ができるよ

う、適切な地方財政措置を講じること。 

 

 


